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第１ 事業の目的及び内容 

１ 事業の名称 

真狩村民間賃貸共同住宅等建設補助事業（以下「本事業」という。） 

 

２ 事業の目的 

新たに真狩村内に民間資金を活用した共同住宅等（以下「賃貸住宅」という。）の建設促進を図

り、村民の住宅環境の向上及び移住・定住の促進を図ることを目的とする。 

 

３ 事業の内容 

本事業は民間事業者（以下「事業者」という。）が設計・建設した賃貸住宅を、住宅に困窮する

住民及び本村に移住する者の賃貸住宅として提供するものである。 

（１）施設の種類 

賃貸住宅、駐車場及びその附属施設 

（２）事業方法 

① 事業者は、当該建設用地に所定の性能を有する賃貸住宅を整備する。  

② 村は賃貸住宅の完成後、事業者に対し、賃貸住宅の整備費の一部を事業者からの申請により

補助する。 

（３）事業者の業務範囲 

事業者が行う主な業務は次のとおりである。 

① 賃貸住宅の整備 

ア 賃貸住宅の整備に関する調査・設計及び建設 

イ 工事監理 

ウ 近隣対応・対策 

エ 電波障害調査・対策 

オ 賃貸住宅整備に伴う各種申請等の業務 

カ その他これらを実施する上で必要な関連業務  

② 賃貸住宅の維持管理に係る業務 

賃貸住宅（建築設備を含む）、駐車場及びこれに附属する施設の修繕及び法定点検等の維持

管理業務。  

③ その他の業務 

村の補助申請手続き等の資料の提供 

事業者は、各種交付金申請において、村が必要とする資料等の提供を行う。 

（４）事業のスケジュール（予定） 

① 事業者の選定                   令和３年５月中旬  

② 事業期間 

・設計・工事着手                 令和３年５月下旬以降 

・工事完成期日                  令和４年２月末日まで 

 

４ 事業に必要とされる根拠法令等 

次に掲げる関連の各種法令に拠ることとする。  

① 建築基準法（昭和２５年５月２４日法律第２０１号）  

② 消防法（昭和２３年７月２４日法律第１８６号）  

③ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成１２年５月３１日法律第１０４号）  

④ 借地借家法（平成３年１０月４日法律第９０号）  

⑤ 民法（明治２９年４月２７日法律第８９号）  

⑥ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成１９年５月３０日法律第６６号）  

⑦ その他関連法令、条例等 



2 

第２ 事業者の募集及び応募の手続き等 

１ 事業者の選定に係る基本的な考え方 

本事業の事業者の選定に当たり、建設用地の土地利用計画や住宅計画、修繕計画等の妥当性や事

業実施の確実性など、多岐にわたる事業者の能力や経験などを総合的に評価、検討し、本事業に係

る契約の相手方を適正に選定するため、事業者の選定に当たっては、「公募型プロポーザル方式」

を採用し、優れた提案を行った応募者を優秀応募提案者として選定する。 

 

２ 事業者募集等のスケジュール 

事業者募集等のスケジュールは次のとおりとする。 

日 程（予定） 内  容 

令和３年４月１９日（月） ① 募集の周知（ホームページ等公表） 

令和３年４月１９日（月） 

～ 

令和３年５月２５日（火） 

② 募集要項等配付期間及び提案書等の受付期間 

令和３年５月２６日（水） 

～ 

令和３年６月４日（金） 

③ 書類審査、事業者の選定・通知 

 

３ 応募の手続き 

（１）募集要項等の配付 

① 募集要項等は、真狩村のホームページ（以下「ホームページ」という。）において、令和３

年４月１９日（月）から閲覧できるほか、本事業に関する村の問い合わせ先（企画情報課企画

情報係、以下「窓口」という。）において、令和３年４月１９日（月）から令和３年５月２５

日（火）（土・日・祝日を除く、以下同じ。）まで配付する。 

② 配付時間は、午前８時４５分から正午及び午後１時から午後５時３０分までの間とする。 

（２）提案書等の受付 

応募者は、提案書等を受付日時内に窓口へ持参すること。提案書等の作成要領及び様式は、別

に定める提案様式集による。なお、提案書等の郵送による提出は受け付けない。 

提案書等の受付日時は、令和３年４月１９日（月）から令和３年５月２５日（火）までの午前

８時４５分から正午まで及び午後１時から午後５時３０分までの間とする。 

（３）その他 

① 村の配付する資料等 

村の配付する資料、付属資料及び質問に対する回答は、本要項と一体のものとして扱う。  

② 費用の負担 

応募に関し必要な費用は、応募者の負担とする。  

③ 提案書等の変更の禁止 

応募者から提出された提案書等の内容の変更は認めない。  

④ 虚偽の記載をした場合 

応募者が提出した提案書等に虚偽の記載が認められた場合には、応募を無効にするととも

に、失格とする。  

⑤ 著作権 

応募者が提出した提案書等の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、本応募提案の審査

等に必要な範囲において公表・展示できるものとするとともに、その他村が必要と認める時に

は、村はこれを無償で使用できるものとする。  

⑥ 提案書等の取扱い 

応募者が提出した提案書等は返却しない。  
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⑦ 資料等の取扱い 

村が配付する資料等は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。  

⑧ 応募者の複数提案の禁止 

１応募者、１提案とする。（ただし、事業者の募集については、１棟毎に行うこととし、同

一事業者が２棟申込むことは妨げない。よって、２棟申込む事業者が、１棟毎に異なる提案を

行うことについては構わない。） 

 

４ 応募者の構成要件 

（１）応募者は、民間賃貸住宅を設計・建設し、安定して修繕及び法定点検等の維持管理を行うこと

ができる企画力、技術力及び経営能力を有する事業者で、村内に住所を置く個人又は村内に事業

所を置く法人とする。 

（２）応募者の制限 

応募者は、次のいずれにも該当しないこと。 

① 商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条の規定による整理開始の申し立て又は、通告が

なされている者。  

② 破産法（大正１１年法律第７１号）第１３２条もしくは第１３３条の規定による破産申し立

てがなされている者。  

③ 会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）第１７条の規定による会社更正手続開始の申し立

てがなされている者。  

④ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続きの申し立てがな

されている者。  

⑤ 真狩村競争入札参加資格者指名停止事務処理要領（平成１２年６月１日制定）に基づき、指

名停止の処置を受けている者。  

⑥ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２６条第２項の規定に基づき事務所の閉鎖処分を

受けている者。  

⑦ 「第３ 提案の審査等」において定める選定委員会の委員又は委員と資本若しくは人事面に

おいて、次に掲げるア又はイに該当する者。 

ア 委員が役員（公益法人の場合にあっては理事である場合を含む。）又は職員である者。 

イ 委員が発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資総額の１００

分の５０を超える出資をしている者。  

⑧ 国税、道税、市町村税を滞納している者。 

 

 

第３ 提案の審査等 

１ 提案の審査体制 

本事業の事業者の選定にあたり、本事業に係る契約の相手方を適正に選定するため、真狩村民間

賃貸共同住宅等建設補助事業公募型プロポーザル選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設

置し、審査を行う。 

 

２ 提案の審査方法 

審査は、選定委員会の委員により事業計画、賃貸住宅の設計内容及び事業実施の確実性などの定

性的事項について総合的に評価し、提案内容の審査に当たっては、応募者に対し、必要に応じてヒ

アリングを実施して行う。 

また、審査における詳細は、選定委員会で定める真狩村民間賃貸共同住宅等建設補助事業公募型

プロポーザル審査基準（以下「審査基準」という。）による。  

① 実施時期  令和２年５月下旬（予定） 

② 実施場所  応募者（事業者）に別途通知する。 
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３ 提案の主な審査項目 

（１）適格審査 

① 資格の適格審査  

② 基本的事項の適格審査 

（２）定性的事項の審査 

① 事業計画に関する評価  

② 賃貸住宅の建設計画に関する評価  

③ 賃貸住宅の維持管理に関する評価  

④ 事業実施の確実性の評価 

 ※要点等の記載がない場合、その項目は評価しないので記載漏れに注意すること。 

 

４ 選定結果の通知 

選定委員会による審査結果を、プロポーザル審査結果通知書により通知する。 

 

 

第４ 提案に関する条件 

１ 事業範囲に関する条件 

本事業における、事業者の業務範囲は次のとおりとする。 

（１）土地の権利 

事業者は、建設用地の活用のために、工事着手に先立ち、建設用地等の売買及び賃借のために

必要な業務を行う。 

（２）賃貸住宅等の整備、維持管理  

① 賃貸住宅の設計・建設・工事監理 

事業者は、賃貸住宅整備に当たって必要となる設計図書を作成し、賃貸住宅の建設・工事監

理を行う。 

また、事業者は、賃貸住宅の設計・建設・工事監理に当たって必要となる次の事項を行うこ

ととする。 

ア 電気、電話、ガス、上下水道に関する協議 

イ 電波障害調査・対策 

ウ 近隣住民への説明、対応、対策 

エ 各種許認可等の取得 

オ その他必要な業務  

② 賃貸住宅の維持管理 

事業者は住宅の修繕及び法定点検等、維持管理を行うこととする。 

 

２ 費用の負担 

本事業における、費用の負担の概要は次のとおりとする。 

（１）事業者の負担 

① 事業者は、次に掲げる建設用地の活用に必要な全ての費用を負担する。 

ア 建設用地等の売買及び賃借するために必要な費用 

イ 敷地の二次造成・賃貸住宅の整備・維持管理等に要する費用  

② 村が手続を行う必要がある各種補助申請のための資料及び完成図書等の作成費用は、事業者

が負担する。 

 

３ 賃貸住宅整備に関する条件 

賃貸住宅の建設条件は次のとおりとする。 
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（１）完成期限等 

事業者は、令和４年２月末日（予定）までの提案に基づく期限内に賃貸住宅を完成し、村が実

施する完了確認後、速やかに必要な手続きを行い、入居が開始できるようにすること。 

（２）設計図書等  

① 事業者は、賃貸住宅の設計図書等を作成し、その内容について着工前に村の確認を得るもの

とする。  

② 事業者は、村の確認後の設計図書等を変更する場合には、事前に村と協議し確認を得るもの

とする。 

（３）工事の実施状況の確認 

村は、補助金の適正な執行を確認するため完成検査を行うこととし、この完成検査を完了確認

とする。 

 

４ 事業の実施に係る責任等の分担 

事業実施に係る責任等の分担は、次のとおりとする。 

（１）賃貸住宅の設計・施工・工事監理に係る責任等の分担 

① 事業者の提案内容に起因する損害については、事業者が責任を負うものとする。  

② 計画内容、建設工事に係る近隣への説明は事業者が行うこととし、村が指定した条件による

もの以外は、事業者が責任を負うものとする。 

（２）民間施設の設計・施工・工事監理に係る責任等の分担 

建設用地における利用可能容積の活用により、民間施設の整備を行う場合においては、全て事

業者の責任において実施するものとする。 

（３）賃貸住宅の維持管理に係る責任等の分担 

入居者の帰責事由による修繕及び住戸内部の軽微な修繕を除き、賃貸住宅の修繕や法定点検等

の維持管理については事業者が責任を負うものとする。 

 

 

第５ 建設業務に関する事項 

１ 事業場所に関する条件 

（１）敷地条件 

① 建設用地  真狩村 

② 用途区域  村内全域 

（２）位置図、現況図、土地利用平面図 

 

２ 土地利用に関する条件 

土地利用計画については、事業者の提案とする。ただし、建設に関する条件を満たす賃貸住宅の

建設用地を確保すること。 

 

３ 施設計画に関する条件 

（１）住宅の戸数 

   ・間取り     １ＬＤＫ以上 

   ・戸数      ４戸以上 

   ・住戸専用面積  制限はありません 

 

（２）全体に関する条件 

① 各戸に玄関、便所、浴室、台所、給湯設備及び暖房設備が設置されていること。  

② 各戸に真狩村防災無線の戸別受信機等の設置環境を整えること。  

③ 組立式仮設住宅でないもの。  
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④ 関係法令を遵守すること。  

⑤ 周辺環境に十分配慮した施設計画をすること。 

（３）配置計画 

① 配置計画の策定に当たっては、周辺環境等に配慮し、電波障害や風雪害等による影響を与え

ないよう対策を十分に講じるとともに、賃貸住宅の管理のしやすさを確保しつつ周辺地域との

交流に配慮した計画とすること。 

② 賃貸住宅の住環境について総合的に検討して事業者が設定すること。 

（４）附帯施設 

① 物置を全戸分確保すること（住戸に組み込みも可とする）。  

② 駐車場を全戸分確保すること。 

 

 

第６ 維持管理業務に関する事項 

１ 業務実施上の基本的な考え方 

賃貸住宅の維持管理に関する業務は、事業者が入居者に係る募集、家賃の決定や徴収、敷金の徴

収・返還、入退去事務、修繕の受付等の業務を行い、事業者は、賃貸住宅（建築設備を含む）、駐

車場及びその附帯施設並びに共同施設（以下「本施設」という。）を、良好な状態に維持管理を行

うこととする。 

 

２ 業務の範囲 

事業者が行う業務範囲は次のとおりとする。ただし、（６）に示す業務は除くものとする。 

業務の時期等の決定に当たっては、入居者の利便及びその影響に十分配慮すること。 

（１）計画修繕 

外壁仕上げや屋根等、経年変化等により、その機能が失われるものについて、建物の維持管理

のために計画的に行う修繕。 

（２）一般修繕 

経常的な本施設の破損、損壊若しくは劣化した状況を復旧するために行う修繕。 

（３）災害など復旧工事の修繕 

災害など被害を受けた部位及び設備等を復旧するために行う修繕。 

（４）保守点検業務 

本施設に設ける設備の保守点検に関する維持管理業務。 

（５）敷地内工作物等の維持管理業務 

① 賃貸住宅の敷地内に設置する通路、雨水排水設備等の維持管理業務。  

② 冬期における除排雪の適切な維持管理業務。 

（６）事業者の業務範囲外 

次に掲げる業務は、事業者の業務範囲外とする。 

① 入居者の責めに帰すべき事由による修繕  

② 住宅内部の軽微な修繕 

 

 

第７ 補助内容 

１ 補助に関する条件 

（１）補助対象経費 

住宅の建設工事に要する費用（本工事費、附帯工事費、機械機器費、外構工事費、土地造成

費、測量及び試験費、設計管理費等） 

※土地の取得及び賃貸に係る費用、既存建物の解体撤去費用、租税公課、住宅性能評価、登記、
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及び各種手続手数料の事務費は対象外とする。 

（２）補助対象者 

① 村内に賃貸住宅を新築し、その所有者となる個人又は法人。 

② 賃貸住宅建設に係る土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権、賃借権等を有するこ

と。  

③ 賃貸共同住宅建設工事着工前であって、当該年度内に竣工できる者。 

④ 公租公課に滞納がない者。 

（３）補助対象となる賃貸住宅 

① 村内の賃貸住宅の新築工事。なお、建設業者については村内外を問わない。  

② 補助対象者本人及び２親等以内の親族が入居しないこと。 

③ 従業員用住宅としないこと。なお、同棟に従業員等を入居させるための住戸を併存させる場

合は、玄関等の共用部が、賃貸共同住宅入居者専用と従業員等専用に明確に分かれた建設方法

であって、かつ、村長が認めた場合に限る。ただし、従業員等専用部分の面積は、補助金交付

算定面積の対象外とする。 

④ 関係法令に違反する住宅でないこと。  

⑤ 賠償金又は補償金を国、道又は村から受けていないこと。 

 

２ 補助金の額 

① 建主の住所が村内者の場合は、延べ床面積に1平方メートル当たり４万円を乗じた額又は、

１戸当たり３００万円のどちらか少ない額とし、建設する賃貸共同住宅１棟につき1,200万円

を限度とする。ただし、算出した額に１万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた金

額とする。 

② 建主の住所が村外者の場合は、延べ床面積に1平方メートル当たり３万円を乗じた額又は、

１戸当たり２４０万円のどちらか少ない額とし、建設する賃貸共同住宅１棟につき1,000万円

を限度とする。ただし、算出した額に１万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた金

額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業に関する村の問い合わせ先 

 

真狩村役場企画情報課企画情報係 

住 所 〒048-1631 虻田郡真狩村字真狩１１８番地 

ＴＥＬ ０１３６－４５－３６１３ 

ＦＡＸ ０１３６－４５－３１６２ 

電子メール  kikaku@vill.makkari.lg.jp 

ホームページ https://www.vill.makkari.lg.jp/ 


